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地方住宅供給公社法第４１条に基づく業務改善命令（通知） 

 

 貴公社が本県及び県内６市から受託した公営住宅の管理代行について、当該県営住

宅及び市営住宅の一部において消防法第８条の規定による消火、通報及び避難の訓練

が長期間実施されていないことがこの度判明したところである。 

 このことは、法の遵守はもとより、火災発生時の入居者の安全の確保や被害の拡大

防止等の観点において極めて不適切である。 

ついては、決定された方針に基づき適切に訓練を実施するとともに、再発防止に向

けた業務体制の改善を求める。 

 また、本事案に至った原因及び再発防止に向けた具体的な改善内容を下記により書

面で報告されたい。 

 

 

記 

 

１．書面の報告期限   令和７年１１月２８日 

２．書面の提出先    島根県土木部建築住宅課 

 

別紙 


